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リフォームする前に知っておきたい
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はじめに

リフォームとは

①メンテナンス・修繕・設備更新

②耐震、省エネ、バリアフリーといった性能向上リフォーム

③ライフステージの変化に合わせて行う模様替えや増改築

などに分類される。
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Ⅰ リフォームに関するトラブル相談事例

●事例１ 「保険金が使える」と勧誘され、屋根のリフォーム工事契約を結んだが、

自己負担が生じることが判明した

●事例２ 補助金が利用できると勧められたリフォーム工事

●事例３ 訪問販売業者と屋根補修工事を契約し後悔している。見積額は妥当か

●事例４ 台風で屋根が破損。リフォームを依頼したが工事が完了しない

●事例５ リフォーム工事が完了したが、すぐに雨漏りが発生した

●事例６ 不具合等を指摘したが、現場担当者は対応してくれない
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 先日、見ず知らずのリフォーム業者が訪問してきて、「保険で屋根の葺
き替え工事をしないか」と訪ねてきました。
リフォーム工事業者は「住宅の火災保険は、自然災害で屋根が壊れ
た場合にも使える」「損傷は経年劣化によるものだが、強風で屋根が傷
んだことにすれば保険金が70万円くらい出るので、実質無料で工事が
できる」「保険会社への申請手続きはすべて当社が代行する」と言って
きました。
無料ならと思い、その場で70万円の屋根工事契約を結びましたが、話
がうますぎて不安です。このような工事をして大丈夫でしょうか。

事例１ 「保険金が使える」と勧誘され、屋根のリフォーム工事契約を
結んだが、自己負担が生じることが判明した

リフォームのトラブル相談事例
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キーワード
リフォーム 戸建住宅 請負契約 屋根 火災保険
保険金 契約解消 訪問販売 実質無料 クーリング・オフ

この相談事例と
その他関連事例はこちらから



 ５年前に購入した築30年の木造住宅に住んでいます。
近所でリフォーム工事をしている事業者が突然訪ねてきて、「今なら、国の補
助金を利用して、無料で断熱性の高いサッシや高効率の給湯器に交換がで
きる」「早くしないと、補助金の財源がなくなって、無料で工事ができなくなって
しまう」と言うので、事業者から言われるまま、契約を結んでしまいました。
しかし、工事の内容について、十分な説明がなく、自分にとって必要な工事で
あるか理解できず、本当に無料で工事ができるのか不安です。

事例２ 補助金が利用できると勧められたリフォーム工事

リフォームのトラブル相談事例
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キーワード
リフォーム 戸建住宅 請負契約 契約解消 訪問販売
無料 補助金 クーリング・オフ 断熱 省エネ

この相談事例と
その他関連事例はこちらから



 リフォーム業者が訪ねてきて、家の瓦がずれているので、ブルー
シートで応急処置をしたほうがよいと勧められ作業を依頼した。
翌日、またその事業者が来て、瓦のずれ補修と棟の漆喰直しを行
えば、今回の応急処置（ブルーシート）は無料とし、補修費用も半額
にすると勧めるので契約をしてしまった。提示された見積りが妥当か
知りたい。

事例３ 訪問販売業者と屋根補修工事を契約し後悔している。
見積額は妥当か。

リフォームのトラブル相談事例

6

キーワード
リフォーム 戸建住宅 請負契約 契約解消 訪問販売
無料 点検商法 クーリング・オフ 屋根 見積り

この相談事例と
その他関連事例はこちらから



 台風で、木造住宅の屋根の一部が破損した。
早くリフォームしないといけないと思い、テレビCM で見たことがある
リフォーム業者に連絡し、屋根の補修工事と塗装工事を依頼した。
契約書の工期は２週間と書かれていたのに、工事が始まっても、職人が
来たり来なかったりを繰り返し、１カ月経過しても足場がかかったままで
工事が終わらない。
屋根の上の工事なので、自分でリフォーム工事の進行状況を確認する
ことさえできない。写真を要求しても、あいまいな返事しかもらえない。

事例４ 台風で屋根が破損。リフォームを依頼したが工事が完了しない

リフォームのトラブル相談事例
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キーワード
リフォーム 戸建住宅 請負契約 屋根 台風

この相談事例と
その他関連事例はこちらから



 先日ひょうが降り、木造２階建て住宅の屋根の一部がめくれたため、
屋根のリフォーム工事をしてもらった。
ところが、工事完了後１週間も経たないうちに、雨漏りがし始めた。
リフォーム前までは雨漏りはしていなかったので、屋根のリフォーム
工事が完全ではなかったと思われる。
事業者から、工事代金を支払ってほしいと言われたが、今後の雨
漏りが心配なため、代金の支払いはしていない。
事業者との間で、保証について、どのように話を進めたらよいか知り
たい。

事例５ リフォーム工事が完了したが、すぐに雨漏りが発生した

リフォームのトラブル相談事例

8

キーワード
リフォーム 戸建住宅 請負契約 屋根 雨漏り
工事代金請求 保証 修補（補修）

この相談事例と
その他関連事例はこちらから



 築30年の中古住宅を購入し、入居前にリフォーム工事を行いました。工事内容は、ク
ロスの張替え、床の張替え、水回り設備の更新です。

 約１カ月の工事期間でしたが、完成予定日から１週間後に完成しました。工事の遅延
についてはリフォーム業者から何の報告もありませんでした。また、既存のフローリングの
上に直接工具を置いたため、多数のキズがついてしまいました。内装工事や木工事が雑
で、工事中から指摘して補修してもらっていましたが、引渡しの時点でクロスのしわや剥が
れ、廻縁や巾木の隙間が未補修のままでした。引渡し時に現場の担当者に不具合を指
摘すると、これまでの不具合の補修費用で工事は赤字だと言い、対応してくれません。

 リフォーム業者に対して、不具合の補修、工事の遅延や事前の報告がなかったことに
対する請求をしたいと考えています。また、後日、こちらの了承なしに、リフォーム業者か
ら一方的に追加工事の費用の請求を受けています。今後、どのように対応したらよいか、
具体的な手続きも含めて教えてください。

事例６ 不具合等を指摘したが、現場担当者は対応してくれない

リフォームのトラブル相談事例
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キーワード
リフォーム 戸建住宅 請負契約 工事遅延 不具合 追加工事

この相談事例と
その他関連事例はこちらから 9



Ⅱ トラブルを回避するためのポイント

●適切な手順でリフォームを行うことにより、トラブルを回避する。

●また、メンテナンス・修繕・設備更新といったリフォームの必要性については、

住まい手であるユーザーが日常に点検を行うことで気づく場合がある。
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住宅リフォームの６つの手順

１．どんなリフォームをしたいか明らかにする

２．あらかじめどれくらいの費用が必要か検討する

３．リフォーム事業者を決める

４．契約する内容をしっかり確認する

５．工事が契約どおりに進んでいるか確認する

６．現場と書類の確認をしてリフォーム工事完了
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１．どんなリフォームをしたいか明らかにする

①やりたいことを明確にする

②他にもリフォームが必要な箇所がないか総点検する

③住まいの図面などを準備する

④優先順位を整理する

特に、築年数の経過した住宅では、不具合があったり、劣化し
ているところがあると、追加工事や変更工事につながります。
早めに建築の専門家に相談して、現状調査や建物診断等を
実施しましょう。
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住宅リフォームの６つの手順



２．あらかじめどれくらいの費用が必要か検討する

①全体の予算の総枠を考える

②助成制度等も有効に活用する

③ゆとりを持った資金計画を立てる

工事の内容によっては、税金の控除や補助金を受けられる
場合があるので、確認しましょう。

（一社）住宅リフォーム推進協議会
https://www.j-reform.com/reform-support/ｃ
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住宅リフォームの６つの手順



３．リフォーム事業者を決める

①リフォーム業者の候補をリストアップする

●信頼できる事業者を選べるかによって工事への満足度や工事期間中の

トラブルの有無などが異なることもある｡

●メンテナンスなど、工事終了後も長くおつきあいが続くことが考えられるので、

事業者は慎重に選ぶ。

☑POINT

✔ あなたの目指すリフォームに事業者の業務内容がマッチしているか

✔ 経験豊富で実績がある事業者か

✔ 建築士や＜住宅ﾘﾌｫｰﾑｴｷｽﾊﾟｰﾄ＞増改築相談員、

マンションリフォームマネジャーなどの資格者がいるか

✔ 事業者団体などへ加盟しているか、建設業許可などを得ているか

✔ 自宅からあまり遠くない事業者か
14

住宅リフォームの６つの手順



３．リフォーム事業者を決める

②候補の中から事業者を決定する

●複数の事業者から同じ条件で見積書の作成を依頼し、内容や金額を

比較検討する。

●見積金額・工事内容が妥当か確認する

見積書の見方が分からない場合は、住まいるダイヤルの
「リフォーム見積チェックサービス」を利用することができます。
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３．リフォーム事業者を決める

見積書の確認ポイント

➊ 住宅リフォーム工事見積書

➋ 使用材料

➌ 一式

➍ 諸経費

➎ 解体・廃棄物処理費

➏ 有効期限
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出典：安心、快適 住宅リフォームハンドブック

住宅リフォームの６つの手順



３．リフォーム事業者を決める

③事業者の施工体制や施工実績､また､保証内容

なども確認する

事業者を選ぶ際に参考となる情報検索サイト

●住宅瑕疵担保責任保険法人の登録事業者等の検索サイト
https://www.kashihoken.or.jp/individuals/kizon/search/

●住宅リフォーム事業者団体登録制度の「事業者団体登録制度登録団体一覧」
https://www.j-reform.com/reform-dantai/

●住まい再建事業者検索サイト
https://sumai-saiken.jp/
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４．契約する内容をしっかり確認する

①必ず、契約書または注文書・請書を書面で取り交わす

リフォームの標準的な契約書 リフォームの標準的な注文書

（一社）住宅リフォーム推進協議会のホームページからダウンロードできます
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住宅リフォームの６つの手順



４．契約する内容をしっかり確認する

契約書の確認ポイント

➊ 住宅リフォーム工事請負契約書

➋ 工期

➌ 請負金額

➍ 支払方法

➎ 請負者

19出典：安心、快適 住宅リフォームハンドブック

住宅リフォームの６つの手順



４．契約する内容をしっかり確認する

②契約書の添付書類も重要

一般に、契約書の添付書類としては、リフォームの内容を示す「設計図
書・仕様書」、金額の内訳を示す「見積書」、万一トラブルが生じた場合
や保証の責任などについてのルールを示す「契約約款」があります。
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住宅リフォームの６つの手順

契約書 添付書類
・設計図書 ・見積書 ・契約約款



５．工事が契約どおりに進んでいるか確認する

①工事前に準備すること

工事にあたっては、工事部分の家財の片づけや近隣への挨拶等について

事前に確認し、必要なことは早めに準備しておきましょう。

②契約どおりに進んでいるか確認する

工事が始まったら、契約時に提示されたスケジュール等に沿って工事が

進められているか事業者から定期的に報告してもらい、疑問点等あれば、

都度確認しましょう。気になるところは写真を撮って保存しておくことも有効です。

③追加や変更工事は書面で確認する

工事中に工事内容を変更するときは、現場の作業者へ直接依頼せず、

工事を契約した事業者の担当者に伝えましょう。
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６．現場と書類の確認をしてリフォーム工事完了

①事業者とリフォーム現場の最終確認を行う

②引き渡しの手続きを行う

③書類を確認して保管する

④アフターメンテナンスの範囲や、入居後のメンテナンスの

目安を確認する
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住宅リフォームの６つの手順



Ⅲ 困ったときは「住まいるダイヤル」に相談

●住まいるダイヤルは、国土交通大臣指定の相談窓口。

リフォームをはじめ、住宅に関するトラブル等の相談を受け付けています。

●受付時間 平日 10～17時（土･日･祝休日、年末年始除く）

●一級建築士の資格をもち、住宅に関する広い知識を備えた相談員が、

専門的な見地からアドバイスします。

ナビダイヤル以外に、03-3556-5147 もご利用いただけます。
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住宅品確法に基づき、国の登録を受け
た評価機関により「建設住宅性能評価
書」の交付を受けた住宅

評価住宅

保険付き住宅

住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕
疵担保責任保険が付保された新築住
宅【１号保険】

※2022年10月から２号保険付き
住宅が追加

【２号保険】
・新築２号保険
・リフォーム瑕疵保険
・大規模修繕瑕疵保険
・既存住宅売買瑕疵保険
・延長保証保険

（参考）財団WEBサイト『評価住宅･保険付き住宅とは』

詳細はこちらから →
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困ったときは「住まいるダイヤル」に相談



１．リフォーム見積チェックサービス

●住まいるダイヤルでは、これからリフォーム
工事の契約を予定している方（発注予定
者）から実際に見積書をお送りいただき、
チェックするサービスを行っています。

● 「見積書をもらったけど、何が書いてある
かよくわからない」「お願いしたリフォーム
内容がちゃんと入っているか」など、
リフォームの見積書に関する不安や疑問
などについて、相談を受け付けています。

電話（0570-016-100）でご相談いただき、
リフォーム工事の内容などを伺います。

見積書や図面などをお送りいただきます。

相談員が図面と見積書を照合し、見積項目
や数量の確認、見積書の単価と市場価格等
の照合、技術的観点からチェックします。

・事業者に確認するポイント、リフォームを
進める上で注意するポイントなどについて、

後日、電話で助言します。
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相談：詳細な項目のない一式見積りで妥当性が判断できない

【相談概要】

訪問販売業者から外壁の劣化を指摘され、塗装工事の見積書をもらった。

見積書に記載されている項目が少なく､内容も分からないので不安である。

見積書の妥当性や注意点などについてアドバイスしてほしい。

【工事内容】

築20年になる木造２階建ての外壁塗装工事

【住宅形式】

戸建（木造２階建）

リフォーム見積チェック事例
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回答：詳細な項目のない一式見積りで妥当性が判断できない

■相談者から送付された
見積書をチェック

見積書の全ての数量が「一式」で、具体的な数量の記載がないため、工事範囲の確
認ができない場合、相談者と事業者それぞれが考えている工事内容に違いが生じ、着
工後にトラブルになる場合があります。
見積チェックサービスでは、見積書における不明点などを指摘し、契約前に明確にす
るよう助言します。

リフォーム見積チェック事例
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見積チェックサービスでは、相談者に対し「価格情報」の提供だけでなく、見積書に記
載されている内容を説明し、「事業者に確認するポイント」などを助言します。

塗料の｢メーカー名｣｢商品名｣｢品番｣
｢耐用年数｣｢塗り回数｣ ｢メーカー保
証の有無｣など､仕様について詳しく
確認しましょう｡

一式計上で仕様など詳しい記載がない
場合は､塗り回数などについて､塗料メー
カーの｢施工要領書｣どおりに施工するこ
とを記載してもらいましょう。

｢軒天｣や｢水切り｣など､外壁以外に塗装
が必要な部分がないか確認しましょう。

回答：詳細な項目のない一式見積りで妥当性が判断できない

｢外壁全てが塗装されるのか､塗装さ
れない部分がないか｣など、塗装工
事の範囲を確認しましょう｡

リフォーム見積チェック事例
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リフォームのトラブルに関する相談の場合、各都道府県にある弁護士会において、

弁護士と建築士各１名が対面で、専門家の立場から助言を行います。

契約書や図面などを持参して相談することもできます。

２．専門家相談

●ご利用いただける方
住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者

●相談時間・費用
相談時間は１時間、原則無料。

●実施場所
実施弁護士会の会館など

●予約は住まいるダイヤルで（0570-016-100）
29

困ったときは「住まいるダイヤル」に相談



３．紛争処理

各都道府県にある弁護士会の専
門家（弁護士・建築士等）が、公
正・中立な立場で関与する紛争
解決手続【あっせん・調停・仲裁】
です。

●申請手数料は、10,000円のみ。

※2022年10月からは、
リフォーム瑕疵保険が付された住宅も対象。

30

困ったときは「住まいるダイヤル」に相談



【参考①】リフォーム瑕疵保険について

●リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度である。

リフォーム工事の施工状況に対する建築士による検査と、万一、工事内容に欠陥が

あった場合の保証がセットになった保険制度（事業者が加入）。

31



【参考① 】リフォーム瑕疵保険について

●第三者による検査が受けられる

保険に加入する際には、住宅専門の保険会社（（一社）住宅瑕疵担保責任保険法人）

が建築士による現場検査を行う。

●工事に欠陥があった場合、補修費用等が保険でカバーされる

・後日、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者に支払われる。
事業者が倒産している場合等は、消費者（工事の発注者）に対して直接保険金が
支払われる。

・加入手続きは事業者が行うので、加入希望の場合は、工事契約前（工事着工前）に
事業者と協議する。

●保険の対象となる工事

保険対象となる住宅であれば、リフォーム工事を行ったすべての部分が保険の対象となる。

●保険期間（保険が受けられる期間）

（一社）住宅瑕疵担保責任保険法人
https://www.kashihoken.or.jp/

保険対象部分 保険期間

構造耐力上主要な部分 ５年間

雨水の浸入を防止する部分 ５年間

上記以外の
リフォーム工事実施部分

１年間
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【参考②】定期的な点検

住宅を長く使い続けるには、定期的な点検を行なって、住まいの状態をきちんと把握し

適切な処置（修繕・リフォーム）を心がけることが重要です。

出典：「永く快適に住むための わが家のリフォーム・クリニック」 (一社)住宅リフォーム推進協議会 33



【参考③】悪質訪問販売業者の手口

34

● Case1 大変ですよ。お宅の外壁にひびが入っています！

外からみて判断できそうな屋根や外壁、基礎などのひび割れや劣化、
雨漏りや水漏れなどを指摘して訪れるケースです。 屋根にあがりわざと
瓦をずらすなど、悪質な行為を行う事業者もいるようなので、その場の
受け入れは禁物です。

● Case2 古くて傷みがありそうな一戸建ての家

古くて傷みがありそうな一戸建ての家などが狙われやすい傾向にあり
ます。 訪問を受けた場合は、家をつくった大工さんに相談するなど、ご
自身の家のことをよくわかっている人にまず確認してください。

● Case3 外からチェックできる屋根や外壁、基礎や土台など

外から判断しやすい屋根や外壁、基礎や土台に目をつけるケースが
多いようです。 「屋根の瓦がずれていますよ」などの指摘を口実に、知ら
ない業者から突然の訪問を受けた場合は、充分に気をつけてください。



【参考③】悪質訪問販売業者の手口

一部の悪質な訪問販売事業者による被害が相次いでいます。

ここで紹介する悪質訪問販売の手口に気をつけ、おかしいなと思ったら、

ハッキリと断る勇気が必要です。
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●やさしい言葉づかいで、お年寄りの話をよく聞いてくれる

●ことわっても何度もしつこく足をはこんでくる

●契約をするまで、何時間でも居座る

●契約後すぐに工事をしたがる

●契約後に次々と別工事をすすめる

出典：リフォーム支援ネット「リフォネット」
https://www.refonet.jp/csm/process/begin_3.html



【参考④】第40回住まいのリフォームコンクール

(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会会長賞受賞作品
「北山の家」～祖父の想いを繋ぐ古民家リノベーション～

ご静聴いただき、ありがとうございました。

●住まいのリフォームコンクール
https://www.chord.or.jp/reform_contest/index.html

befor

e

after
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